
実施課目 形式 内容 会場
8:30
～
9:20

受付

9:20
～
9:30

開講・オリエンテーション

9:30
～

11:30

介護保険制度の理念と介護支
援専門員

講 義
2時間

　介護保険制度の基本理念を理解し、利用者の自立支援を
図るために必要な介護支援専門員の機能や役割を認識させ
る。居宅サービス計画等の作成、保険給付、給付管理等の
関係性についての基本的な理解を図るための講義を行う。

11:30
～

12:30
昼食・休憩

12:30
～

14:30
要介護認定等の基礎

講 義
2時間

　要介護認定等に係る認定調査や要介護認定等基準の基本
的な視点と概要を理解し、利用者の状態がどのように要介
護度等に反映されるかについての講義を行う。主治医意見
書の記載内容を理解する。また、要介護認定等に係る認定
調査とアセスメントの関連等についての講義を行う。

14:30
～

16:30

介護支援サービス（ケアマネ
ジメント）の基本

講 義
2時間

　介護支援サービスの意義と目的、介護支援サービスにお
けるチームケア、プロセスについての講義を行う。居宅介
護支援と施設サービス計画の双方についてケアマネジメン
トの対象であることを踏まえて、利用者の権利擁護の視点
に立った介護支援専門員の倫理と基本姿勢、身体拘束廃止
の意義等についての講義を行う。

16:30
～

17:30

介護支援サービス（ケアマネ
ジメント）の基礎技術：受付
及び相談と契約

講 義
1時間

　介護サービスの利用を希望して介護支援専門員に相談す
る利用者だけでなく、介護支援サービス、各種介護サービ
スを必要とする利用者の発見とそれらの者を介護支援サー
ビスに結びつけることが必要であることの理解を図るため
の講義を行う。また、契約は重要事項の説明を経た法律行
為であり、利用者が主体者であることを保障するために苦
情申し立てや権利擁護が制度化され、利用者が主体者であ
ることを認識し、利用者の自立を支援する視点の必要性に
ついての講義を行う。

8:00
～
8:30

受付

8:30
～

11:30

介護支援サービス（ケアマネ
ジメント）の展開技術:相談
面接技術の理解

講 義
3時間

　利用者の権利擁護の視点に立ち、自立支援を図る上で必
要なアセスメントを行うための相談面接技術の修得につい
ての講義を行う。

11:30
～

12:30
昼食・休憩

12:30
～

18:30

介護支援サービス(ケアマネ
ジメント)の基礎技術:アセス
メント、ニーズ把握の方法

講 義
2時間
演 習
4時間

　アセスメントにより解決すべき生活全般の課題が明らか
になることを理解し、的確な情報の把握と分析の必要性に
ついての講義を行う。情報の収集に当たり、利用者の希望
や要望の背景を把握し、理解することの必要性及び利用者
の生活の現況から生活機能（ＷＨＯ国際生活機能分類によ
る）とその背景を把握し、理解する視点の必要性を認識す
る。また、収集された情報からアセスメントにより解決す
べき課題を明らかにしていく方法と技術について演習をと
おして理解する。双方向のコミュニケーションが重要であ
り、アセスメントは介護支援専門員と利用者の協働作業で
あることに留意する。

8:00
～
8:30

受付

8:30
～

15:30
居宅サービス計画等の作成

講 義
2時間
演 習
4時間

内1時
間休憩

　アセスメントから明らかになった生活の目標と課題につ
いて、自立支援の理念を具現化し、利用者の生活の目標を
実現するための居宅サービス計画等の原案作成の演習等を
とおして理解をすすめる。生活の目標を実現するための
サービス資源の活用方法、予測される生活の状況、課題解
決の視点と方法、具現化するための技術等についての講義
及び演習を行う。また、サービスの実施状況の確認方法等
についての知識を得る。利用者ならびにサービス事業者に
交付することに留意し、利用者が理解できる表現を心がけ
ると同時にケアプランに組み込んだ個別サービス計画であ
ることを理解する。作成した計画は原案であり、確定する
にはサービス担当者会議を経る必要があることを強調す
る。

15:30
～

16:30
実習オリエンテーション

講 義
1時間

実施日時

2月5日
（日）

3
2月6日
（月）
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実施課目 形式 内容 会場実施日時

8:00
～
8:30

受付

8:30
～

12:30

アセスメント、居宅サービス
計画等作成演習

　地域包括支援センターの役割と介護支援専門員が受ける
日常的な支援内容、センターへの情報提供や連携の必要性
等について講義を行う。

12:30
～

13:30
昼食・休憩

13:30
～

17:00

アセスメント、居宅サービス
計画等作成演習

　予防給付においては、利用者の生活状況を適切に把握
し、それに基づき生活機能の改善可能性の評価を行い、利
用者が意欲を持って必要な支援を活用しながら自立した生
活を送れるようなケアマネジメントを行うことが求められ
る。このようなケアマネジメントを行うための基本的な考
え方、プロセスについて理解する。また、各種予防給付の
サービス内容等を理解するとともに、実際にケアマネジメ
ントを行うための手法について講義を行い、介護予防サー
ビス計画の原案作成の演習等をとおして理解をすすめる。

8:00
～
8:30

受付

8:30
～

10:30
モニタリングの方法

講 義
2時間

　実習を通して各自が行った事例のアセスメントと作成し
た居宅サービス計画等をもとに、主訴の把握、生活機能と
その背景の把握、利用者の状況等の事例検討等を行うこと
により、アセスメント等の理解を深め、生活の目標に向け
たサービス及び社会資源の活用と調整を理解するための演
習を行う。また、各自が実習を振り返り、介護支援専門員
の機能と役割を実践する上で必要な知識と技術について、
今後の学習課題の理解をすすめる。なお、当該演習には、
演習を実施する際の意義や、まとめに係る講義も含むもの
とする。

10:30
～

14:20

介護支援サービス(ケアマネ
ジメント)の展開技術：チー
ムアプローチ演習

講 義
3時間

内50分
休　憩

　アセスメントにより明らかになった解決すべき課題につ
いて事後的・客観的評価を行うことにより、総合的な援助
の方針及び目標設定の整合性を確認し、居宅サービス計画
等の再作成を行う方法と技術についての講義を行う。経過
記録とモニタリングの違いを理解し、記録のポイントにつ
いて、事例を踏まえて講義する。

14:20
～

15:20
まとめ及び意見交換、講評 1時間

15:30
～

17:30
地域包括支援センターの概要

講 義
2時間

　地域包括支援センターの役割と介護支援専門員が受ける
日常的な支援内容、センターへの情報提供や連携の必要性
等について講義を行う。

8:00
～
8:30

受付

8:30
～

16:30

介護予防支援（ケアマネジメ
ント）

講 義
2時間
演 習
5時間

内1時
間休憩

　ロールプレイ等の演習をとおして、それぞれのサービス
提供者等専門職チームによる相互理解を図ることの重要性
やアセスメントにより明らかにされた内容を共有し、アセ
スメントの客観性を担保することの重要性について理解す
るための演習を行う。
　また、利用者の自己決定と自立支援に不可欠な適正な利
用者の同意の取得のプロセスと手法等をロールプレイ等の
演習をとおして理解する。

16:30
～

17:00
意見交換､講評

　実習後のアセスメント及び居宅サービス計画等作成演習
において、グループ又は全体で意見交換を行い、専門的助
言を含めて今後の学習課題を理解するための講評を行う。

県福祉総合ｾﾝﾀｰ
人材研修館

後
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
期

1
3月2日
（金）

3月3日
（土）

県福祉総合ｾﾝﾀｰ
人材研修館

演 習
6時間

3月4日
（日）

3
県福祉総合ｾﾝﾀｰ

人材研修館
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